
 

令和 8 年度 

かすみがうら市職員【消防職】採用試験案内 
（令和9年4月1日採用予定） 

 

   
 

令和 8 年 6 月 26 日 

総務企画部秘書人事課 

 

 

 

 

令和 8 年6 月 26 日（金）午前8 時30 分 

 ～ 令和 8 年7 月 27 日（月）午後 5 時 

    

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

申込受付期間 

申込サイトはこちら 

 

外部採用サイト 

「パブリックコネクト」に

つながります 
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１ 試験区分・職種、採用予定人数、採用時の勤務場所及び職務内容 

職種 試験区分 採用予定人数 採用時の勤務場所及び職務内容 

 

消防吏員経験者  

3 人程度 
消防本部で、主に消防、救急、救助等の業務

に従事 
救急救命士有資格者 

上記以外 

２ 受験資格 

次のすべてに該当する人 

○ 学校教育法に基づく高等学校を卒業した人若しくは令和 9 年 3 月 31 日までに卒業見込み

のある人又はこれと同等と認められる人 

○ 両眼とも裸眼視力 0.3 以上又は矯正視力 0.7 以上である人 

○ 赤色、青色、黄色の色彩の区別ができること（補正含む） 

○ 聴力が正常である人 

○ 職務遂行に支障のない身体的状況である人 

※ ただし、次の試験区分については、このほかにそれぞれ次の資格要件等を必要とします。 

消防吏員 

経験者 

□ 令和 8 年 6 月末時点で、消防吏員として 5 年以上の勤務年数又は消

防士長以上の階級を有し、かつ消防学校の教育訓練の基準に規定す

る初任教育の課程を修了しているもの。 

□ 平成 3年 4月 2日以降に生まれた人（令和 9年 4月 1 日現在で 35 歳

まで） 

 

※勤務年数は、同一企業・団体等において、一週間当たりの所定労働時

間が 20 時間以上で、6 か月以上継続して就業していた期間が該当し

ます。 

なお、休暇・休業・休職等のため、 3 か月以上継続して職務に従事し

ていない期間（産前産後休暇を除く。）は、職務経験から除きます。 

※職務経験が複数ある場合は、通算することができます。ただし、同一

期間内に複数の職務に従事した場合はいずれか一方の職務経験のみ通

算することができます。 

救急救命士 

有資格者 

□ 令和 8 年 6 月末時点で、消防署に勤務する救急救命士として実務経

験が 2年以上あるもの、又は民間企業、団体、国・地方公共団体にお

ける職務経験を 3 年以上有し、かつ救急救命士の資格を有している

もの。 

□ 平成 3年 4月 2日以降に生まれた人（令和 9年 4月 1 日現在で 35 歳

まで） 

 

※実務、職務経験は、同一企業・団体等において、一週間当たりの所定

労働時間が 20 時間以上で、6 か月以上継続して就業していた期間が

該当します。 

なお、休暇・休業・休職等のため、 3 か月以上継続して職務に従事し

ていない期間（産前産後休暇を除く。）は、職務経験から除きます。 

※職務経験が複数ある場合は、通算することができます。ただし、同一

期間内に複数の職務に従事した場合はいずれか一方の職務経験のみ通

算することができます。 
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上記以外 
平成 9 年 4 月 2 日以降に生まれた人（令和 9 年 4 月 1 日現在で 29 歳ま

で） 

※ これらの資格に該当する人であっても、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

① 日本国籍を有しない人 

② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での人 

③ 地方公共団体において減給以上の懲戒処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない人 

④ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体

を結成し、又はこれに加入した人 

 

３ 試験日時、試験会場及び試験等の方法 

▷試験日時、試験会場 

区   分 試験内容 日時/試験場（予定） 

第 1 次試験 

基礎能力検査 

（テストセンター方式） 

 

●令和 8 年 9 月 7 日（月） 

～9 月 18 日（金） 

●全国のテストセンターのうち、

受験者が選択した会場 

 

体力検査 

 

●令和 8 年 9 月 20 日（日） 

午前 9 時 30 分から午後 5 時ごろ

（受付：午前 9時から） 

 

●かすみがうら市消防本部 

かすみがうら市上土田 501番地 

TEL:0299-59-0119 

 

適性検査 

第 2 次試験 
口述試験 

（個別面接） 

 

●令和 8 年 10 月中旬 

※土日祝日予定 

  

●かすみがうら市役所千代田庁

舎 

 かすみがうら市上土田461番地 

 TEL:0299-59-2111 

 

第 3 次試験 
口述試験 

（個別面接） 

 

●令和 8 年 10 月下旬 

  

●かすみがうら市役所千代田庁

舎 

 かすみがうら市上土田461番地 

 TEL:0299-59-2111 
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▷試験等の方法 

項  目 内  容 ・ 方  法 

基礎能力検査 

テストセンターで、文章読解能力、数的能力、論理的思考能力、人文・

社会、自然に関する一般知識、基礎英語についての択一式の試験を受

験してください。 

体力検査 

職務遂行上の体力の有無をみることとし、5種目「懸垂（女性は斜め懸

垂）、反復横跳び、腕立て伏せ、起き上がり、274.3m 疾走」について体

力検査を実施します。 

適性検査 消防職員としての適性について検査します。 

口述試験 
主として、人物についての評定を行うものとし、個別面接を実施しま

す。 

資格調査 受験資格の有無等について調査します。 
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４ 合格者の決定 

区 分 基  準  等 

第 1 次 

試 験 

○体力検査の総得点が 5 割以上である者のうち、基礎能力検査及び体力検査

の結果を一定の比率で合算して得た合計得点の高い者から順に、採用予定人

数の 5倍程度の人数までを合格者とします。 

第 2 次 

試 験 

○口述試験（個別面接）の結果と第 1 次試験の得点を一定の比率で合算して

得た合計点の高い者から順に、採用予定人数の 3 倍程度までの人数を合格

者とします。 

第 3 次 

試 験 

○口述試験の得点、適性検査の結果を基に、得点の高い者から順に、採用予定

人数の 2 倍程度までの人数を最終合格者とします。 

 

５ 合格者の発表 

区  分 期日（予定） 方     法 

第 1 次試験 10 月 上旬 

合否の結果をパブリックコネクトで通知するととも

に、市役所の掲示場及び市ホームページ上に合格者の受

験番号を掲載します。 

第 2 次試験 10 月 中旬 

第 3 次試験 
11 月 上旬 

（最終合格者発表） 

 

６ 合格から採用まで 

（１）合格者は採用候補者名簿に登載され、成績順に本人の意向を確認し採用者を決定します。 

（２）採用決定者（採用人員）に欠員又は辞退者が生じた場合や補充が必要となった場合には、 

採用候補者名簿の登載者の中から成績順に、本人の意向を考慮して採用することがあり 

ます。 
（３）採用日は、原則として令和 9年 4月 1日を予定しています。 

（４）採用候補者名簿の有効期限は、登載の日から 1 年間となります。  
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７ 受験手続 

受 付 期 間 6 月 26 日（金）午前 8時 30 分 から 7月 27 日（月）午後 5時まで 

申 込 方 法 

外部採用サイト「パブリックコネクト」からお申し込みください。 

（手順 1）パブリックコネクトにアクセスし、「会員登録」を行ってくだ

さい。 

     ※トップページへの QRコードが 1 ページにございます。 

（手順 2）会員登録後、マイページに基本情報・職歴・学歴等を登録し

てください。 

（手順 3）申し込む職種区分のエントリーページから必要事項を入力し、

受験申込を完了してください。 

※申込の完了状況は、パブリックコネクト内のマイページにある「エン

トリー一覧」から確認いただけます。 
                  

  

    

   

   

            
                               

注 意 事 項 

○パブリックコネクトに登録する写真は、撮影から 3 か月以内のもので、

脱帽・上半身・正面向き・無背景、本人と確認できるものとしてください。 

 

○受付期間中は 24時間いつでも申込が可能（7月 27 日は午後 5 時まで）で

すが、システム管理等の都合により、一時的に利用できない場合がありま

す。 

 

○締切間際はサーバーが混み合うおそれがありますので、時間に余裕をも

って申し込んでください。 

 

○通信機器や通信回線上の障害等によりトラブルが発生した場合、市は一

切の責任を負いかねます。 

 

○内容に不備等がある場合は、エントリー内容の訂正を依頼することがあ

ります。訂正後の再申込も受付期間内が期限となりますので、余裕をもっ

て申し込んでください。 

 

○受信側のメールフィルター機能等により、採用試験に関するメールが届

かない場合があります。あらかじめ、以下のアドレスが受信できるよう

に設定してください。（メールの不達により生じた不利益については、

市は責任を負いかねます。） 
かすみがうら市秘書人事課 

メールアドレス shokuin@city.kasumigaura.lg.jp  

パブリックコネクト 

メールアドレス（ドメイン） @public-connect.jp 

              ※メールアドレス内の「-」はハイフンです。 

 

こちらから 

エントリー！ エントリーページはこちら 
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８ 勤務条件等 

  （１）初任給例（令和 8 年 4 月 1日現在） 

給与は、かすみがうら市職員の給与に関する条例等に基づいて、支給されます。 

 大学院（修士課程）修了 大 学 卒 短 大 等 卒 高 校 卒 

給料月額 276,400 円 265,600 円 248,500 円 225,600 円 

地域手当(4%)  11,056 円  10,624 円  9,940 円  9,024 円 

合 計  287,456 円 276,224 円 258,440 円 234,624 円 

※ 学校卒業後に一定の経験年数がある場合は、上記金額に一定額が加算されます。このほか 

扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当、期末・勤勉手当（年間約

4.65 か月分）等が支給されます。 

※ 大学院（修士課程）修了の給与欄は、2 年制の大学院の修士課程を修了した場合の金額を記

載しています。 

※ 給料月額は、令和 8年度 4月 1日時点の額を掲載しています。これらの額は、制度改正等に

より変更になる場合があります。 

※ 一定の年齢や職歴がある方につきましては、管理職及び管理職候補としての採用となります。 

 

【例】大学を卒業後、民間企業、他市町村や茨城県等で 5 年間勤務してから入庁した場合の 

初任給 

給料月額 290,100 円 

地域手当 11,604 円 

合 計  301,704 円 

かすみがうら市では、民間企業及び公務員（非常勤職員を除く）での勤務期間（週勤務時

間が 35 時間以上の場合に限る）を 100％の換算率で給料決定上の経験年数として加算し

ます。 

※ この例の場合、5年間（60 か月）の 100％である 60か月分が経験年数として加算され 

ます。 

  

（２）勤務時間等 ※勤務条件については、配属先により異なる場合があります。 

勤務時間 原則、午前8時30分から午後5時15分まで 

休 日 原則、土曜日・日曜日、祝日、年末年始 

休 暇 年次有給休暇、療養・慶弔等の特別休暇、子の看護休暇、介護休暇等 
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９ 試験結果の公表 

（１）試験の結果については、合格者の発表にあわせ、得点順に整理番号（高得点順に付した 

任意の番号）及び得点を、市役所の掲示場と市ホームページに掲示します。 

（２）試験の結果については、受験者本人から開示請求することができます。 

開示を希望する場合は、受験者本人が本人であることを証明できる書類（運転免許証、顔

写真付きの学生証等）を持参のうえ直接お越しください。受付時間は、月曜日から金曜日（祝

祭日、年末年始を除く）の午前 8時 30分から午後 5 時までです。 

 

試 験 請求できる人 公表する内容 公表の期間 公表の場所 

第 1 次試験 不合格者 

得点及び順位 
合格発表の日から 

1 か月間 

秘書人事課 

（千代田庁舎） 
第 2 次試験 受 験 者 

第 3 次試験 受 験 者 

 

10 試験についての問い合わせ先 

かすみがうら市 総務企画部 秘書人事課 職員担当 

〒315-8512 茨城県かすみがうら市上土田 461 番地 

TEL.0299-59-2111 029-897-1111（内線 1215） 

FAX.0299-59-2176 

 

消防庁舎の整備を進めています （令和 10 年春 移転・新築予定） 

かすみがうら市の消防庁舎は、昭和 52年 4月に消防本部が発足した際に整備された施設で、

建築から約 50年が経過し老朽化が著しい状況です。 

このようなことから、消防活動拠点としての機能を維持・改善し、住民の安全安心を守るた

め、将来を見据えた消防施設の整備を計画しています。 

 
西消防署：外観イメージ 

（市役所千代田庁舎敷地内に新築） 

 
東消防署：外観イメージ 

（旧保健センター跡地に新築） 

（消防本部：市役所千代田庁舎１階に移転） 

 

 


